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次
の
ペ
ー
ジ

ち
ょ
っ
と
一
言
。　

編
集
後
記
ほ
か

  【
総
務
常
任
委
員
会
】

　
　
　

◇
２
月
19
日
（
金
）

　
　
　

＊
協
議　

 

花
巻
市
議
会
基
本
条
例
第
13
条
及
び
第
14
条
に
基
づ
く
説
明
資
料
の
作
成

を
求
め
る
事
業
の
選
定
に
つ
い
て

　
　
　

◇
３
月
８
日
（
月
）

　
　
　

＊
陳
情
審
査　

市
民
参
画
条
例
の
制
定
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

▽
審
査
結
果
…
継
続
審
査

　
　
　

◇
４
月
26
日
（
月
）

　
　
　

＊
陳
情
審
査　

市
民
参
画
条
例
の
制
定
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て　

　
【
文
教
福
祉
常
任
委
員
会
】

　
　
　

◇
２
月
19
日
（
金
）  

　
　
　

＊
協
議　

 

花
巻
市
議
会
基
本
条
例
第
13
条
及
び
第
14
条
に
基
づ
く
説
明
資
料
の
作
成

を
求
め
る
事
業
の
選
定
に
つ
い
て

　
　
　
　

 

◇
３
月
８
日
（
月
）

　
　
　

＊
陳
情
審
査　

国
立
病
院
の
機
能
強
化
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

▽
審
査
結
果
…
採
択

　
　
　
　

 

◇
３
月
８
日
（
月
）

　
　
　

＊
意
見
書
審
査　

 

後
期
高
齢
者
医
療
費
の
窓
口
負
担
割
合
引
き
上
げ
を
伴
う
医
療
制

度
改
定
一
括
法
案
の
撤
回
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

▽
審
査
結
果
…
否
決　

　
【
産
業
建
設
常
任
委
員
会
】

　
　
　

◇
２
月
19
日
（
金
）

　
　
　

＊
協
議　

 

花
巻
市
議
会
基
本
条
例
第
13
条
及
び
第
14
条
に
基
づ
く
説
明
資
料
の
作
成

を
求
め
る
事
業
の
選
定
に
つ
い
て

　
　
　

◇
３
月
９
日
（
火
）

　
　
　

＊
所
管
事
務
調
査　

大
雪
及
び
強
風
に
よ
る
農
業
被
害
に
つ
い
て

　
【
議
会
改
革
推
進
会
議
】

　
　
　

◇
３
月
15
日
（
月
）　

＊
議
会
改
革
検
討
事
項
に
つ
い
て

　
　
　

◇
４
月
20
日
（
火
）　

＊
議
会
改
革
検
討
事
項
に
つ
い
て

常任委員会等の活動報告

　

審
査
に
お
い
て
、
採
択
す
べ

き
と
の
立
場
の
委
員
か
ら
は

「
国
立
病
院
機
構
花
巻
病
院
は
、

公
衆
衛
生
や
感
染
症
医
療
の
担

い
手
の
ほ
か
、
重
症
心
身
障
が

い
者
等
の
受
け
入
れ
や
大
規
模

災
害
時
の
対
応
な
ど
、
地
域
医

療
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
ま

し
た
。

　

不
採
択
と
す
べ
き
と
の
立
場

の
委
員
か
ら
は
、「
国
立
病
院
機

構
花
巻
病
院
の
処
遇
に
関
す
る

問
題
が
前
々
か
ら
あ
っ
た
の
で

あ
れ
ば
、
も
っ
と
早
く
陳
情
す

る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ

ま
し
た
。

　

採
決
し
た
結
果
、
賛
成
多
数

で
採
択
す
べ
き
と
な
り
ま
し

た
。

　

審
査
に
お
い
て
、「
高
齢
者
医

療
費
の
負
担
増
が
受
診
抑
制
を

引
き
起
こ
し
、
重
篤
化
す
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
」
等
の
賛

成
意
見
が
出
さ
れ
た
一
方
で
、

「
現
役
世
代
は
３
割
負
担
し
て

い
る
こ
と
か
ら
高
齢
者
も
協
力

す
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
等
の

反
対
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

採
決
し
た
結
果
、
否
決
す
べ

き
も
の
に
決
し
ま
し
た
。

陳
情
・
意
見
書
審
査

陳
情
・
意
見
書
審
査

　

３
月
定
例
会
で
は
、
総
務
常
任
委
員
会
が
第
２
号
陳
情
、
文
教
福
祉
常
任
委

員
会
が
第
１
号
陳
情
お
よ
び
意
見
書
案
第
２
号
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。
審

査
の
結
果
、
第
２
号
陳
情
は
継
続
審
査
、
第
１
号
陳
情
は
賛
成
多
数
で
採
択
、

意
見
書
案
第
２
号
は
否
決
す
べ
き
も
の
に
決
し
ま
し
た
。

第
１
号
陳
情（
採
択
）

　

国
立
病
院
の
機
能
強
化
を

求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

意
見
書
案
第
２
号（
否
決
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
費
の
窓

口
負
担
割
合
引
き
上
げ
を
伴

う
医
療
制
度
改
定
一
括
法
案

の
撤
回
を
求
め
る
意
見
書
の

提
出
に
つ
い
て

　

文
教
福
祉
常
任
委
員
会
で
は

否
決
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
ま
し

た
が
、
定
例
会
最
終
日
の
本
会
議

で
委
員
長
報
告
を
行
い
、
採
決
を

行
っ
た
結
果
、
意
見
書
案
第
２
号

は
可
決
し
ま
し
た
。

◎ 

部
活
動
適
正
化
促
進
事
業

【
質
問
】　

市
内
中
学
校
の
部
活

動
指
導
員
の
数
、
複
数
の
学
校

に
よ
る
合
同
チ
ー
ム
数
、
今
後

の
部
活
指
導
の
在
り
方
は
？

【
答
弁
】　

市
内
11
中
学
校
に
23

人
の
部
活
動
指
導
員
が
い
る
。

合
同
チ
ー
ム
数
は
年
度
や
大
会

に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

　

部
活
動
を
地
域
ス
ポ
ー
ツ
に

移
行
す
る
こ
と
を
念
頭
に
、「
部

活
動
の
あ
り
方
検
討
会
議
」に

地
域
の
関
係
者
も
入
れ
て
進
め

て
い
く
。

◎ 

学
校
地
域
共
同
連
携
事
業

【
質
問
】　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス

ク
ー
ル
の
導
入
に
当
た
り
、
地

域
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
の

考
え
方
は
？

【
答
弁
】　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス

ク
ー
ル
を
中
学
校
区
単
位
で

設
置
し
た
い
。地
域
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
は
中
学
校
区
単
位
で

１
人
ま
た
は
複
数
人
配
置
し
、

地
域
人
材
や
学
校
の
動
き
が
分

か
っ
て
い
る
方
に
な
っ
て
い
た

だ
い
て
い
る
。

◎ 
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事

業
【
質
問
】　

一
般
の
不
妊
治
療
に

つ
い
て
は
県
内
の
４
つ
の
自
治

体
で
助
成
を
し
て
お
り
、
上
限

は
10
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
本

市
で
も
助
成
で
き
な
い
か
？

【
答
弁
】　

一
般
の
不
妊
治
療
の

必
要
性
や
要
請
数
、実
際
に
一

般
不
妊
治
療
を
受
診
し
て
い
る

◎ 

有
害
鳥
獣
被
害
対
策
事
業

【
質
問
】　

予
算
は
令
和
２
年

度
よ
り
１
千
万
円
ほ
ど
増
額

に
な
っ
て
い
る
が
、
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
１
人
を
常
駐
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
か
？

【
答
弁
】　

令
和
３
年
度
に
新
た

に
雇
用
を
考
え
て
い
る
有
害
鳥

獣
対
策
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、農

村
林
務
課
に
フ
ル
タ
イ
ム
で
勤

務
し
て
い
た
だ
く
予
定
と
し
て

い
る
。

◎ 

小
中
高
医
療
費
助
成
事
業

【
質
問
】　

市
の
医
療
費
助
成
事

業
に
は
所
得
制
限
が
あ
る
。
盛

岡
、
宮
古
、
大
船
渡
、
奥
州
、
一

関
、
陸
前
高
田
、
八
幡
平
市
は
所

得
制
限
を
撤
廃
し
て
い
る
が
、

当
市
も
こ
れ
に
倣
う
予
定
は
な

い
か
？

【
答
弁
】　

医
療
費
助
成
事
業
は

国
の
施
策
と
し
て
、全
国
一
律

の
制
度
の
実
現
を
要
請
し
て
い

る
。乳
幼
児
以
外
は
所
得
制
限

に
よ
る
自
己
負
担
は
あ
る
が
、

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
を
市
と

し
て
独
自
に
高
校
生
ま
で
実
施

し
て
お
り
、市
民
税
非
課
税
世

帯
の
自
己
負
担
は
な
い
。

◎
文
化
財
保
護
活
用
事
業

【
質
問
】　

文
化
財
保
護
費
の
拡

充
内
容
は
？

【
答
弁
】　

新
規
事
業
と
し
て
、

有
形
文
化
財
と
天
然
記
念
物
の

修
理
や
防
災
経
費
を
補
助
対
象

と
し
、交
付
限
度
額
を
50
万
円

か
ら
２
０
０
万
円
に
引
き
上
げ

る
。

　

無
形
文
化
財
指
定
の
団
体
が

使
用
す
る
楽
器
、道
具
等
の
新

調
・
修
理
に
対
し
て
補
助
す
る
。

◎ 

就
労
支
援
事
業

【
質
問
】　

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
花
巻

の
運
営
で
、原
則
と
し
て
35
歳
未

満
の
若
年
層
の
求
職
者
と
あ
る

が
、35
歳
未
満
と
い
う
根
拠
は
？

【
答
弁
】　

本
市
で
は
平
成
22
年

に
市
独
自
で
設
置
し
、国
の
事

業
を
模
し
た
こ
と
か
ら
35
歳
未

満
と
定
め
て
い
る
。し
か
し
な

が
ら
、令
和
２
年
度
２
月
末
ま

で
の
相
談
件
数
は
、35
歳
以
上
の

方
の
相
談
が
約
50
％
と
な
っ
て

い
る
。35
歳
未
満
に
こ
だ
わ
っ
て

い
る
も
の
で
は
な
く
、案
内
の

仕
方
に
つ
い
て
改
善
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

令
和
３
年
度
は
湯
本
小
中
学

校
で
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
い
と
考

え
て
い
る
。

市の有形文化財に指定されている熊谷家住宅

方
で
経
済
的
に
困
難
な
部
分
が

あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
調
査

し
た
う
え
で
、何
が
で
き
る
の

か
検
討
し
て
い
き
た
い
。

有害鳥獣対策アドバイザーは、電気柵

設置等の講習にも対応します

◎ 

保
育
士
確
保
対
策

【
質
問
】　

市
内
で
必
要
と
し
て

い
る
保
育
士
の
数
は
？

【
答
弁
】　

令
和
３
年
４
月
時
点

の
採
用
状
況
は
、市
内
法
人
保

育
園
で
52
人
の
募
集
に
対
し
採

用
し
た
人
数
が
19
人
、採
用
充

足
率
が
36
・
５
％
と
な
っ
て
い

る
。令
和
２
年
４
月
時
点
で
は

53
人
の
募
集
に
対
し
32
人
採

用
、60
・
４
％
の
充
足
率
と
な
っ

て
お
り
、大
幅
に
落
ち
込
ん
で

い
る
。


